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別添13 二輪車の制動装置の技術基準 

 

1. 適用範囲 

この技術基準は、二輪自動車及び側車付二輪自動車（以下「二輪車」という。）

の制動装置に適用する。 

2. 用語 

この技術基準中の用語の定義は次によるものとする。 

2.1. 「主制動装置」とは、走行中の二輪車の制動に常用する制動装置をいう。 

2.2. 「連動ブレーキ機能」とは、１個の操作装置により前輪及び後輪の制動を行う

ことができる主制動装置の機能をいう。 

2.3. 「補助ブレーキ機能」とは、連動ブレーキ機能を有した主制動装置において、

連動ブレーキ機能を作用させる操作装置以外の操作装置により、連動ブレーキ機能

に比べて低い能力の制動を行うことができる機能をいう。 

2.4. 「駐車制動装置」とは、主制動装置以外の制動装置であって、停止中の二輪車

を機械的作用により停止状態に保持するものをいう。この場合において、当該装置

を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電

気的作用を利用しているものは駐車制動装置に該当しないものとする。 

2.5. 「操作装置」とは、制動装置の操作を意図した運転者が操作するペダル、レバ

ー等をいう。 

2.6. 「アンチロックブレーキシステム（以下「ABS」という。）」とは、制動中の１

個以上の車輪において回転方向の路面との相対的滑りの大きさを自動的に制御する

装置をいう。 

2.7. 「ロック」とは、制動中に車輪の回転運動が停止した状態又はこれに近い状態

をいう。 

2.8. 「積載状態」とは、試験二輪車の重量が、乗車定員が二人以上の二輪車にあっ

ては車両総重量以上であり、かつ、車両総重量に65kgを加えた重量以下である状態

をいい、乗車定員が一人の二輪車にあっては車両総重量以上であり、かつ、車両総

重量に45kgを加えた重量以下である状態をいう。 

2.9. 「非積載状態」とは、試験二輪車の重量が車両重量に55kg以上100kg以下の重量

を加えた状態をいう。 

2.10. 「最高速度（以下ＶMAX という。）」とは、試験二輪車の諸元表記載の最高速

度をkm/h単位で表した値をいう。 

2.11. 「停止距離」とは、運転者の操作により操作装置が動き始めてから二輪車が停

止するまでの間に二輪車が走行した距離をいう。 
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2.12. 「制動前ブレーキ温度」とは、それぞれの車輪について、制動装置のディスク

若しくはドラムの摩擦面上若しくは外表面上又はライニング内部の温度を測定した

場合に、最も温度が高い車輪の温度をいう。 

2.13. 「平均飽和減速度」とは、制動中の二輪車の減速度の大きさが、ほぼ一定とな

り安定しているとみなせるときの当該減速度の値をいう。 

3. 試験方法 

3.1. 一般試験方法 

3.1.1. 特に規定する場合を除き、制動試験は乾燥した平たんな直線舗装路面で行う

ものとする。ただし、3.2.3.3.の手順にあっては、平たんな直線路面で行うことを

要しない。 

3.1.2. 試験は、平均風速が５m/s以下のときに行うものとする。 

3.1.3. 試験時のタイヤの空気圧は、（諸元表に記載された空気圧）±0.01MPaとする。 

3.1.4. 操作力は、レバーにあってはレバーの前面で外端から内側に50mmの位置にお

いて回転方向に対し直角に、ペダルにあっては踏面の中央で踏面に対し直角に加え

るものとする。 

3.1.5. 3.2.5.の試験を除き、試験二輪車の速度が15km/hを超えている場合に、それ

ぞれの車輪はロックをしてはならない。 

3.1.6. 試験中二輪車の進行方向を維持し、又は修正することを目的として、かじ取

り装置の操作を行ってもよい。 

3.1.7. それぞれの試験を実施する順序については、最後に3.2.3.の試験を規定する

順序で行う以外は、特に定めない。 

3.1.8. 試験二輪車の装着部品は、制動性能に影響を与えるおそれのある部品以外は

正規の部品でなくてもよい。 

3.1.9. 特に規定する場合を除き、制動中運転者の操作力は調節してもよい。 

3.1.10. 3.3.1.の試験を行う場合には、同時に複数箇所の故障を起こさせてはならな

い。 

3.1.11. 3.3.1.の試験を行う場合には、機械的に力を伝達し、及び機械的力に抗する

部材並びに制動装置本体は破損すると見なしてはならない。 

3.1.12. 3.3.1.の試験における制動試験は、主制動装置の操作装置を操作することに

より行われること。 

3.1.13. 3.2.2.の試験、3.2.3.の試験及び3.4.1.の試験を除き、試験は、前輪及び後

輪についてそれぞれ行う。なお、連動ブレーキ機能を有する試験二輪車にあっては、

連動ブレーキ機能及び補助ブレーキ機能についてそれぞれ行う。 

3.1.14. 3.3.1.の試験における警報装置の作動試験と制動試験とは、3.3.1.の試験を
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全て実施するのであるならば、3.3.1.の規定にかかわらず、それぞれ別途に行うこ

とができる。 

3.2. 主制動装置 

3.2.1. 常温時制動試験 

3.2.1.1. 試験二輪車の状態 

試験二輪車は、積載状態とする。 

3.2.1.2. 制動前ブレーキ温度 

本試験を行う前の試験二輪車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 

3.2.1.3. 試験方法 

試験二輪車を90％ＶMAX（ＶMAX に0.9を乗じて得る値をいう。ただし、60を上限と

する。以下同じ。）±５km/hの制動初速度から、手動式の場合にあっては200Ｎ、足

動式の場合にあっては350Ｎ以下の操作力で主制動装置を操作することにより制動し、

このときの停止距離又は減速度を測定する。 

なお、制動中は原動機と走行装置の接続を断つこととする。 

3.2.1.4. 試験回数 

試験は最大６回まで行うことができる。 

3.2.2. 常温時高速制動試験 

試験は、前輪及び後輪を同時に作動させて行う。なお、連動ブレーキ機能を有す

る試験二輪車にあっては、連動ブレーキ機能及び補助ブレーキ機能を同時に作動さ

せて行う。 

3.2.2.1. 試験二輪車の状態 

試験二輪車は、非積載状態とする。 

3.2.2.2. 制動前ブレーキ温度 

本試験を行う前の試験二輪車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 

3.2.2.3. 試験方法 

試験二輪車を80％ＶMAX（ＶMAXに0.8を乗じて得る値をいう。ただし、160を上限と

する。）±５km/h の制動初速度から、手動式の場合にあっては200Ｎ、足動式の場

合にあっては350Ｎ以下の操作力で、同時に主制動装置の前輪及び後輪の操作装置

（連動ブレーキ機能を備えた主制動装置にあっては、連動ブレーキ機能と補助ブレ

ーキ機能の操作装置）を操作することにより制動し、このときの停止距離又は減速

度を測定する。 

なお、制動中（試験二輪車の速度が15km/h 以下である場合を除く。）変速機の変

速位置は、本試験の制動初速度での走行に適した位置のうち最高段の位置に固定し、

原動機と走行装置は接続した状態とする。 
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3.2.2.4. 試験回数 

本試験は最大６回まで行うことができる。 

3.2.3. フェード試験 

試験は、前輪及び後輪についてそれぞれ行う。なお、連動ブレーキ機能を有する

試験二輪車にあっては、連動ブレーキ機能について行う。 

3.2.3.1. 試験二輪車の状態 

試験二輪車は、積載状態とする。 

3.2.3.2. 基準性能試験 

次の手順に従って試験を行うこと。なお、3.2.1.の試験における測定値を本試験

における測定値として取り扱ってもよい。 

3.2.3.2.1. 制動前ブレーキ温度 

本試験を行う前の試験二輪車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 

3.2.3.2.2. 試験方法 

試験二輪車を90％ＶMAX±５km/hの制動初速度から、3.2.1.の試験において試験結

果として得られた停止距離又は平均飽和減速度程度で停止するような一定の操作力

（ただし、手動式の場合にあっては200Ｎ以下、足動式の場合にあっては350Ｎ以下

の操作力とする。）で主制動装置を操作することにより制動し、このときの停止距

離又は減速度を測定する。 

なお、制動中は原動機と走行装置の接続を断つこととする。 

3.2.3.2.3. 試験回数 

本試験は適切な結果を得るまで繰り返し行うことができる。 

3.2.3.3. 加熱手順 

3.2.3.3.1. 制動前ブレーキ温度 

本試験を行う前の試験二輪車の制動前ブレーキ温度は、初回の制動を行う前に限

り100℃以下とする。 

3.2.3.3.2. 制動初速度 

制動初速度は次の①、②又は③の規定によること。 

① 連動ブレーキ機能を備えない主制動装置にあって、前輪のみを制動する場合は、

70％ＶMAX （ＶMAXに0.7を乗じて得る値をいう。ただし、100を上限とする。）±５

km/h 

② 連動ブレーキ機能を備えない主制動装置にあって、後輪のみを制動する場合は、

70％ＶMAX（ただし、80を上限とする。）±５km/h 

③ 連動ブレーキ機能を有する主制動装置にあっては、70％ＶMAX（ただし、100を上

限とする。）±５km/h 
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3.2.3.3.3. 試験方法 

次の手順に従って、制動動作を10回繰り返す。 

① 試験二輪車を制動初速度（以下「Ｖ１」という。）から停止するまで、速やかに

主制動装置を操作することにより、１回目にあっては、3.0+ 0
5.0
m/s2の減速度によ

り、また、２回目から10回目までにあっては、１回目と同じ操作力により制動を

行うこととする。 

なお、制動中変速機の変速位置はＶ１での走行に適した最高段の位置に固定し、

原動機と走行装置は接続した状態とする。ただし、試験二輪車の速度が、制動初

速度の50％程度以下の状態にあるときは、原動機と走行装置の接続は断つことと

する。 

② 停止した後、直ちに可能な限り大きな加速度でＶ１まで加速し、制動動作開始地

点に達するまでＶ１で走行する。 

③ ①に戻り、制動操作を行う。なお、制動操作は、前回の制動動作の開始地点か

らの走行距離が950ｍ±50ｍとなったときに開始することとする。 

3.2.3.4. 高温時制動試験 

3.2.3.4.1. 試験方法 

3.2.3.3.の手順における10回目の制動操作が終了した後、可能な限り大きな加速

度で試験二輪車を加速し、10回目の制動操作が終了してから１分以内に90％ＶMAX±

５km/h の制動初速度から、3.2.3.2.の試験を実施したときの操作力に可能な限り近

い操作力（ただし、当該操作力に10Ｎを足して得る操作力を上限とし、制動中一定

の大きさに保つこととする。）で主制動装置を操作することにより試験二輪車を制

動し、このときの停止距離又は減速度を測定する。 

なお、制動中は、原動機と走行装置の接続を断つこととする。 

3.2.4. 湿潤時性能試験 

本試験は、ドラムブレーキ装置並びに雨天時等においてディスク摩擦面及びライ

ニングが濡れないよう適切な防水対策が行われているディスクブレーキ装置を備え

る二輪車を除く二輪車に適用する。 

3.2.4.1. 試験二輪車の状態 

試験二輪車は、積載状態とする。 

3.2.4.2. 基準性能試験 

3.2.4.2.1. 制動前ブレーキ温度 

本試験を行う前の試験二輪車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 

3.2.4.2.2. 試験方法 
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試験二輪車を90％ＶMAX±５km/hの制動初速度から、一定の操作力で主制動装置を

操作することにより2.5  m/s２の減速度で制動し、このときの操作力及び減速度を

測定する。 

なお、制動中は、原動機と走行装置の接続を断つこととする。 

3.2.4.2.3. 試験回数 

本試験は適切な結果を得るまで繰り返し行うことができる。 

3.2.4.3. 散水方法 

(1) 散水装置は、各ディスクに対し15l /h以上の流量の水を次の①、②又は③の規

定による噴射位置からディスクの両表面（③にあってはカバーの両表面）を均一

に散布する性能を有したものであること。 

① ディスクが完全に露出するディスクブレーキ装置にあっては、ブレーキパッ

ドからブレーキディスクの逆回転の方向に45°の位置。 

② ディスクが部分的に露出するディスクブレーキ装置にあっては、ディスクを

おおっているカバーの端からブレーキディスクの逆回転の方向に45°の位置。 

③ ブレーキパッドと接触するディスクの部分がカバーにより完全におおわれて

いるディスクブレーキ装置にあっては、ブレーキパッドからブレーキディスク

の逆回転の方向に45°の位置。 

なお、散水装置の噴射孔からの水が制動装置の換気孔又は点検孔に直接に噴

射される場合は、当該孔よりブレーキディスクの逆回転方向に90°の位置とす

る。 

(2) 散水装置の噴射孔は、ディスク表面に対し直角方向、かつ、ディスクとブレー

キパッドの接触部分の外周端より２/３の位置に設けること。 

(3) (1)及び(2)に規定する噴射位置に他の構造又は装置があり、定められた位置に

おいて噴射できない場合又はディスク表面等に均一に水を散布できない場合、(1)

の規定よりさらにブレーキディスクの逆回転の方向にブレーキパッドからの角度

が最小となる噴射可能な位置において、噴射を行うこと。 

3.2.4.4. 湿潤試験 

試験二輪車を90％ＶMAX±５km/h まで加速し、3.2.4.3.の規定により散水装置から

水を制動装置に散布し、当該速度により500ｍ以上の距離を走行した後、3.2.4.2.の

試験を行ったときの操作力に可能な限り近い操作力で制動装置を操作することによ

り、当該二輪車を制動し、このときの減速度を測定する。 

なお、制動中は、原動機と走行装置の接続を断つこととする。 

3.2.5. 車輪ロック確認試験 

本試験は、ABSを装備した二輪車（側車付二輪車を除く。）に適用する。なお、

+0.5 
0 
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ABSを装備しない車輪の制動装置のみを作用させる操作装置については試験を行わな

いこととし、また、前輪及び後輪にABSを装備する二輪車にあっては、3.1.13.の規

定によるほか、前輪及び後輪を同時に作動させて試験を行う。 

3.2.5.1. 試験二輪車の状態 

(1) 試験二輪車は、非積載状態とする。ただし、試験時の安全性の確保を目的とし

た転倒防止装置を装備する場合にあっては、当該装置の重量は非積載状態の重量

には含めないこととする。 

(2) 試験二輪車には、路面と試験二輪車のタイヤとの間の規定の摩擦係数を得るこ

とを目的として、摩耗限度に達したタイヤ等の標準装備以外のタイヤを装備する

ことができる。 

(3) 試験二輪車には、以下のデータを相互参照できるよう連続記録できる計測装置

を搭載する。 

① 試験二輪車の速度 

② ABSが作動する車輪のロック状況 

③ ABS作動時のブレーキ液圧 

3.2.5.2. 試験路面の状態 

試験は、平たんな乾燥したアスファルト又はコンクリート舗装の直線路面（以下

「高μ路」という。）及び滑り易い直線路面（以下「低μ路」という。）の双方の

試験路面において行う。なお、高μ路及び低μ路の路面と試験二輪車のタイヤとの

間の摩擦係数は次の計算式に適合しなければならない。 

ｋ１/ｋ２≧２（ただし、ｋ１≧0.8、ｋ２≧0.3とする。） 

この場合において、 

ｋ１は、高μ路の路面と試験二輪車のタイヤとの間の摩擦係数 

ｋ２は、低μ路の路面と試験二輪車のタイヤとの間の摩擦係数 

3.2.5.3. 制動前ブレーキ温度 

本試験を行う前の試験二輪車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 

3.2.5.4. 試験方法 

試験二輪車を、高μ路及び低μ路において90％ＶMAX±５km/hの制動初速度から停

止するまで、制動開始後２秒以内にABSが完全に作動するように制動装置を操作するこ

と（制動中の操作力は一定の大きさに保つこととする。）により制動し、このとき必

要に応じ、3.2.5.1.(3)の①から③までのデータを測定する。このとき、制動中は、原

動機と走行装置の継続を断つこととする。 

3.2.5.5. 試験回数 

本試験は、高μ路及び低μ路において、それぞれ３回行う。ただし、双方の試験
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路における１回目及び２回目の試験結果が、それぞれ4.2.5.に規定する要件に適合

する場合には、それぞれ３回目の試験を省略することができる。 

3.3. 故障時主制動装置 

3.3.1. ABS故障時制動試験及びABS故障警報装置の作動確認試験 

本試験は、原則として電気式のABSを装備した試験二輪車（側車付二輪自動車を除

く。）に適用する。 

3.3.1.1. 試験二輪車の状態 

試験二輪車は、積載状態とする。 

3.3.1.2. 制動前ブレーキ温度 

本試験を行う前の試験二輪車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 

3.3.1.3. 試験方法 

次の手順に従って試験を行う。 

(1) 電源からABSへの電力供給に係る配線又は制動力を制御する演算装置の入出力

に係る配線のコネクタ等を外すことによって、ABSが故障した状態とする。 

(2) ABS故障警報装置の作動を確認する。 

(3) 試験二輪車を90％ＶMAX±５km/hの制動初速度から、手動式の場合にあっては

200Ｎ以下、足動式の場合にあっては350Ｎ以下の操作力で操作装置を操作するこ

とにより制動し、このときの停止距離又は減速度を測定する。 

なお、原動機と走行装置の接続を断つこととする。 

3.3.1.4. 試験回数 

本試験は最大６回まで行うことができる。 

3.4. 駐車制動装置 

3.4.1. 駐車性能試験 

3.4.1.1. 適用範囲 

本試験は、駐車制動装置を装備した側車付二輪車に適用する。 

3.4.1.2. 試験二輪車の状態 

試験二輪車は、積載状態とする。 

3.4.1.3. 制動前ブレーキ温度 

本試験を行う前の試験二輪車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 

3.4.1.4.  試験方法 

次の手順に従って、登坂路及び降坂路の双方の試験路で試験を行う。 

(1) 試験二輪車を18％こう配の試験路面上で、変速機の変速位置を中立とし、主制

動装置を操作することにより停止させる。 

(2) 駐車制動装置を、手動式の場合にあっては400Ｎ以下、足動式の場合にあって
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は500Ｎ以下の操作力で操作した後（操作装置に複数回操作を前提とする方式の駐

車制動装置にあっては、設計標準回数だけ操作した後）、駐車制動装置の操作力

を取り除く。この場合において、駐車制動装置が手動式であるときは、握り手部

分の中心において、操作力を測定するものとする。 

(3) 主制動装置の操作を徐々に解除した後、試験二輪車の停止状態の維持を確認す

る。 

(4) 試験二輪車が停止状態を維持できない場合は、主制動装置により停止させた後、

ラチェットを緩めることなく、(2)及び(3)に規定する手順を最大２回まで追加し

て行うことができる。 

4. 判定基準 

4.1. 一般規定 

(1) 特に規定しない限り、各試験においては、規定された回数の試験結果のうち、

１回の結果が判定基準を満たせば、適合するものとする。 

(2) 3.2.3.3.の手順の試験を除く制動試験を行ったとき、試験二輪車は制動中2.5

ｍ幅（側車付二輪自動車にあっては、輪距に2.5ｍを加えた幅）の車線から逸脱し

てはならない。 

(3) 停止距離で試験の合否を判定する場合には、次の計算式に従い、補正された測

定値（以下「補正測定値」という。）を用いるものとする。 

Ｓs＝0.1Ｖs＋（Ｓa－0.1Ｖa）Ｖs
2/Ｖa

2 

この場合において、 

Ｓsは、試験における停止距離の補正測定値（単位ｍ） 

Ｖsは、試験における制動初速度の規定値（単位km/h） 

Ｓaは、試験における停止距離の測定値（単位ｍ） 

Ｖaは、試験における制動初速度の測定値（単位km/h） 

4.2. 主制動装置 

4.2.1. 常温時制動試験 

(1) 停止距離で判定する場合 

3.2.1.の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式に適合すること。 

① 二輪自動車の場合 

(ｱ) 前輪のみの制動の場合        Ｓ≦0.1Ｖ＋0.0087Ｖ２ 

(ｲ) 後輪のみの制動の場合        Ｓ≦0.1Ｖ＋0.0133Ｖ２ 

(ｳ) 連動ブレーキ機能による制動の場合  Ｓ≦0.1Ｖ＋0.0076Ｖ２ 

(ｴ) 補助ブレーキ機能による制動の場合  Ｓ≦0.1Ｖ＋0.0154Ｖ２ 

この場合において、 
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Ｓ は、停止距離の補正測定値（単位ｍ） 

Ｖ は、規定制動初速度（単位km/h） 

② 側車付二輪車の場合 

(ｱ) 前輪のみの制動の場合        Ｓ≦0.1Ｖ＋0.0105Ｖ２ 

(ｲ) 後輪のみの制動の場合        Ｓ≦0.1Ｖ＋0.0105Ｖ２ 

(ｳ) 連動ブレーキ機能による制動の場合  Ｓ≦0.1Ｖ＋0.0071Ｖ２ 

(ｴ) 補助ブレーキ機能による制動の場合  Ｓ≦0.1Ｖ＋0.0154Ｖ２ 

この場合において、 

Ｓ は、停止距離の補正測定値（単位ｍ） 

Ｖ は、規定制動初速度（単位km/h） 

(2) 減速度で判定する場合 

3.2.1.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、次に規定する数値以上であるこ

と。 

① 二輪自動車の場合 

(ｱ) 前輪のみの制動の場合        4.4m/s2 

(ｲ) 後輪のみの制動の場合        2.9m/s2 

(ｳ) 連動ブレーキ機能による制動の場合  5.1m/s2 

(ｴ) 補助ブレーキ機能による制動の場合  2.5m/s2 

② 側車付二輪車の場合 

(ｱ) 前輪のみの制動の場合        3.6m/s2 

(ｲ) 後輪のみの制動の場合        3.6m/s2 

(ｳ) 連動ブレーキ機能による制動の場合  5.4m/s2 

(ｴ) 補助ブレーキ機能による制動の場合  2.5m/s2 

4.2.2. 常温時高速制動試験 

(1) 3.2.2.の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式に適合すること。 

Ｓ≦0.1Ｖ＋0.0067Ｖ２ 

この場合において、 

Ｓは、試験における停止距離の補正測定値（単位ｍ） 

Ｖは、試験における制動初速度の規定値（単位km/h） 

(2) 減速度で判定する場合 

3.2.2.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、5.8m/s2以上であること。 

4.2.3. フェード試験 

3.2.3.の試験を行ったとき、試験二輪車は走行可能な状態であること。 
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4.2.3.1. 高温時制動試験 

(1) 停止距離で判定する場合 

3.2.3.4.の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式に適合すること。 

 

この場合において、 

Ｓhsは、3.2.3.4.の試験における停止距離の補正測定値（単位ｍ） 

Ｖhsは、3.2.3.4.の試験における制動初速度の規定値（単位km/h） 

Ｓcは、3.2.3.2.の試験における停止距離の測定値（単位ｍ） 

Ｖcは、3.2.3.2.の試験における制動初速度の測定値（単位km/h） 

(2) 減速度で判定する場合 

3.2.3.4.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、次の計算式に適合すること。 

ｄh≧0.6ｄc 

この場合において、 

ｄhは、3.2.3.4.の試験における平均飽和減速度の測定値（単位m/s2） 

ｄcは、3.2.3.2.の試験における平均飽和減速度の測定値（単位m/s2） 

4.2.4. 湿潤時性能試験 

3.2.4.の試験を行ったとき、減速度は次の(1)及び(2)の計算式に適合すること。 

(1) ｄw1≧0.６ｄd1 

この場合において、 

ｄw1は、3.2.4.4.の試験における制動操作開始後0.5秒から1.0秒までの平均減速

度(単位m/s2) 

ｄd1は、3.2.4.2.の試験における制動操作開始後0.5秒から1.0秒までの平均減速

度(単位m/s2) 

(2) ｄw2≦1.2ｄd2 

この場合において、 

ｄw2は、3.2.4.4.の試験における最大減速度（停止直前の0.5秒間は除く。）

（単位m/s2） 

dd２は、3.2.4.2.の試験における最大減速度（停止直前の0.5秒間は除く。）

（単位m/s2） 

4.2.5. 車輪ロック確認試験 

3.2.5.の試験を行ったとき、低μ路及び高μ路ともそれぞれ２回の試験結果につ

いては、試験二輪車の完全停止に至るまで、試験二輪車の転倒又は転倒防止装置の
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接地に至る車輪ロックを起こさないこと。 

4.3. 故障時主制動装置 

4.3.1. ABS故障時制動試験及びABS故障警報装置の作動確認試験 

(1) ABS故障時制動試験 

① 停止距離で判定する場合 

3.3.1.の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式に適合すること。 

Ｓ≦0.1Ｖ＋0.0133Ｖ２ 

この場合において、 

Ｓは、試験における停止距離の補正測定値（単位ｍ） 

Ｖは、試験における制動初速度の規定値（単位km/h） 

② 減速度で判定する場合 

3.2.1.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、2.9m/s2以上であること。 

(2) ABS故障時の警報装置の作動確認試験 

3.3.1.の試験を行ったとき、イグニッションスイッチがONの位置にある限り、

次の①及び②の基準に適合するランプにより、警報すること。 

① ランプの灯光は、日中容易に確認できる明るさを有し、黄色、橙
とう

色又は赤色

であり、かつ、運転者が容易に確認できる位置にあること。 

② ランプの灯光は、他の警報と明らかに判別できるものであること。ただし、

他の制動装置に係る警報とは、兼用であってもよい。 

4.4. 駐車制動装置 

4.4.1. 駐車性能試験 

3.4.1.の試験を行ったとき、試験二輪車は停止状態を維持すること。 

 


